
広
島
県
告
示
第
二
百
三
十
九
号 

 
広
島
県
港
湾
施
設
管
理
条
例
（
昭
和
二
十
八
年
広
島
県
条
例
第
三
十
六
号
。
以
下
「
条
例
」
と
い
う
。
）

附
則
第
七
項
の
規
定
に
よ
り
、
臨
港
道
路
海
田
大
橋
の
通
行
料
（
Ｅ
Ｔ
Ｃ
シ
ス
テ
ム
を
使
用
し
て
徴
収
す
る

も
の
に
限
る
。
）
を
減
額
す
る
に
当
た
っ
て
よ
る
べ
き
と
こ
ろ
を
次
の
よ
う
に
定
め
、
平
成
二
十
二
年
四
月

二
十
六
日
か
ら
施
行
す
る
。 

 

平
成
二
十
二
年
三
月
二
十
五
日 

広
島
県
知
事 

湯 
 

﨑 
 

英 
 

彦 
 

条
例
第
十
四
条
の
三
の
規
定
に
よ
り
臨
港
道
路
海
田
大
橋
の
通
行
料
の
徴
収
に
係
る
業
務
の
委
託
を
受
け

た
者
（
以
下
「
受
託
者
」
と
い
う
。
）
が
自
ら
の
収
入
と
し
て
徴
収
す
る
道
路
の
料
金
に
つ
い
て
一
に
掲
げ

る
割
引
の
制
度
を
設
け
て
い
る
と
き
は
、
臨
港
道
路
海
田
大
橋
の
通
行
料
を
二
に
掲
げ
る
と
お
り
減
額
す
る

こ
と
が
で
き
る
も
の
と
す
る
。 

一 

受
託
者
が
設
け
る
割
引
の
制
度 

１ 

道
路
を
頻
繁
に
、
又
は
、
長
距
離
に
わ
た
っ
て
利
用
す
る
者
に
対
す
る
割
引
の
制
度 

 
 
 

次
に
掲
げ
る
要
件
を
す
べ
て
満
た
す
割
引
の
制
度
で
あ
る
こ
と
。 

 
 

㈠ 

東
日
本
高
速
道
路
株
式
会
社
、
中
日
本
高
速
道
路
株
式
会
社
及
び
西
日
本
高
速
道
路
株
式
会
社
の

Ｅ
Ｔ
Ｃ
コ
ー
ポ
レ
ー
ト
カ
ー
ド
利
用
約
款
の
規
定
に
基
づ
き
同
約
款
第
一
条
の
カ
ー
ド
（
以
下
「
カ

ー
ド
」
と
い
う
。
）
の
貸
与
を
受
け
た
者
（
以
下
「
契
約
者
」
と
い
う
。
）
に
つ
い
て
、
カ
ー
ド
を

利
用
す
る
こ
と
が
で
き
る
登
録
車
両
と
し
て
同
約
款
第
三
条
第
二
項
の
窓
口
会
社
が
契
約
者
に
通
知

し
た
車
両
（
以
下
「
対
象
車
両
」
と
い
う
。
）
に
係
る
道
路
の
料
金
を
割
り
引
く
も
の
で
あ
る
こ
と
。 

 
 

㈡ 

受
託
者
が
徴
収
す
べ
き
道
路
の
料
金
（
対
象
車
両
に
つ
い
て
Ｅ
Ｔ
Ｃ
シ
ス
テ
ム
を
使
用
し
て
徴
収

す
る
も
の
に
限
る
。
）
の
一
定
の
期
間
に
お
け
る
総
額
が
一
定
の
金
額
を
超
え
た
契
約
者
に
つ
い
て
、

当
該
総
額
を
構
成
す
る
各
道
路
の
料
金
を
同
一
の
比
率
に
よ
っ
て
割
り
引
く
も
の
で
あ
る
こ
と
。 

 
 

㈢ 

他
の
割
引
の
制
度
が
併
せ
て
適
用
さ
れ
る
場
合
を
除
き
、
割
引
後
の
道
路
の
料
金
の
金
額
が
割
引

前
の
道
路
の
料
金
の
金
額
の
百
分
の
二
十
三
を
下
る
こ
と
が
な
い
も
の
で
あ
る
こ
と
。 

 
 

㈣ 

契
約
者
ご
と
に
不
当
な
差
別
的
取
扱
い
が
な
さ
れ
る
こ
と
が
な
い
も
の
と
し
て
、
割
引
の
主
要
な

条
件
が
明
確
に
定
め
ら
れ
、
公
表
さ
れ
て
い
る
こ
と
。 

 
 

㈤ 

割
引
の
基
本
的
な
条
件
を
変
更
し
、
又
は
、
当
該
割
引
制
度
を
廃
止
す
る
場
合
に
は
、
遅
く
と
も

当
該
変
更
又
は
廃
止
の
日
の
三
十
日
前
ま
で
に
、
変
更
後
の
割
引
の
条
件
又
は
当
該
割
引
制
度
を
廃

止
す
る
旨
が
公
表
さ
れ
、
又
は
、
契
約
者
に
通
知
さ
れ
る
こ
と
と
な
っ
て
い
る
こ
と
。 

２ 

前
納
金
に
係
る
割
引
の
制
度 

 
 
 

次
に
掲
げ
る
要
件
を
す
べ
て
満
た
す
割
引
の
制
度
で
あ
る
こ
と
。 

 
 

㈠ 

東
日
本
高
速
道
路
株
式
会
社
、
首
都
高
速
道
路
株
式
会
社
、
中
日
本
高
速
道
路
株
式
会
社
、
西
日

本
高
速
道
路
株
式
会
社
及
び
阪
神
高
速
道
路
株
式
会
社
（
以
下
「
五
会
社
」
と
い
う
。
）
の
平
成
二

十
一
年
三
月
十
三
日
付
け
「
ハ
イ
カ
・
前
払
」
残
高
管
理
サ
ー
ビ
ス
利
用
約
款
（
以
下
「
前
払
約

款
」
と
い
う
。
）
第
三
条
第
十
号
に
規
定
す
る
前
払
金
を
五
会
社
に
管
理
さ
せ
て
い
る
者
（
以
下

「
登
録
者
」
と
い
う
。
）
に
つ
い
て
、
前
払
金
の
残
高
か
ら
道
路
の
料
金
を
徴
収
す
る
場
合
に
、
当



該
道
路
の
料
金
を
割
り
引
く
も
の
で
あ
る
こ
と
。 

 
 

㈡ 

他
の
割
引
の
制
度
が
併
せ
て
適
用
さ
れ
る
場
合
を
除
き
、
割
引
後
の
道
路
の
料
金
の
金
額
と
割
引

前
の
道
路
の
料
金
の
金
額
と
の
比
率
が
、
前
払
約
款
別
表
二
の
申
込
単
位
欄
の
金
額
と
利
用
可
能
金

額
欄
の
金
額
と
の
比
率
を
下
る
こ
と
が
な
い
も
の
で
あ
る
こ
と
。 

 
 

㈢ 

登
録
者
ご
と
に
不
当
な
差
別
的
取
扱
い
が
な
さ
れ
る
こ
と
が
な
い
も
の
と
し
て
、
割
引
の
主
要
な

条
件
が
明
確
に
定
め
ら
れ
、
公
表
さ
れ
て
い
る
こ
と
。 

 
 

㈣ 

割
引
の
基
本
的
な
条
件
を
変
更
し
、
又
は
、
当
該
割
引
制
度
を
廃
止
す
る
場
合
に
は
、
遅
く
と
も

当
該
変
更
又
は
廃
止
の
日
の
三
十
日
前
ま
で
に
、
変
更
後
の
割
引
の
条
件
又
は
当
該
割
引
制
度
を
廃

止
す
る
旨
が
公
表
さ
れ
、
又
は
、
登
録
者
に
通
知
さ
れ
る
こ
と
と
な
っ
て
い
る
こ
と
。 

二 

臨
港
道
路
海
田
大
橋
の
通
行
料
の
減
額
の
基
準 

１ 

受
託
者
が
一
１
の
割
引
の
制
度
を
設
け
て
い
る
と
き
は
、
対
象
車
両
に
つ
い
て
Ｅ
Ｔ
Ｃ
シ
ス
テ
ム
を

使
用
し
て
徴
収
す
る
臨
港
道
路
海
田
大
橋
の
通
行
料
を
、
臨
港
道
路
海
田
大
橋
の
通
行
料
も
道
路
の
料

金
で
あ
る
も
の
と
み
な
し
て
一
１
の
割
引
の
制
度
を
適
用
し
た
場
合
の
金
額
ま
で
減
額
す
る
こ
と
が
で

き
る
も
の
と
す
る
。 

２ 

受
託
者
が
一
２
の
割
引
の
制
度
を
設
け
て
い
る
と
き
は
、
Ｅ
Ｔ
Ｃ
シ
ス
テ
ム
を
使
用
し
て
徴
収
す
る

臨
港
道
路
海
田
大
橋
の
通
行
料
を
、
こ
れ
に
一
２
㈡
の
割
引
後
の
道
路
の
料
金
の
金
額
と
割
引
前
の
道

路
の
料
金
の
金
額
と
の
比
率
を
乗
じ
た
金
額
ま
で
減
額
す
る
こ
と
が
で
き
る
も
の
と
す
る
。 

   


